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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
年
、
私
た
ち
は
２
つ
の
元
号
を
生
き
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
で
も
感
慨
の
深

い
年
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

昨
年
末
に
は
、
２
０
２
５
年
の
大
阪
万
国
博
覧

会
が
決
定
す
る
と
い
う
吉
報
が
あ
り
ま
し
た
。
前

回
は
、
１
９
７
０
年
、「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」

を
メ
ー
ン
テ
ー
マ
に
、
３
月
15
日
か
ら
６
カ
月
間

（
１
８
３
日
間
）
で
、
６
４
２
１
万
８
７
７
０
人

と
い
う
史
上
最
高
の
入
場
者
を
集
め
「
経
済
大
国

日
本
」
を
世
界
へ
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

　

私
は
、
次
回
の
万
博
は
、
前
回
以
上
の
大
き
な

意
義
が
あ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
２

０
２
０
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
東
京

一
極
集
中
が
ま
す
ま
す
加
速
さ
れ
、
東
京
首
都
圏

と
そ
れ
以
外
の
地
域
へ
と
、
日
本
の
国
が
大
き
く

２
分
さ
れ
た
、
い
び
つ
な
現
状
を
打
破
す
る
可
能

性
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。

　

東
京
と
大
阪
の
２
眼
レ
フ
の
構
造
が
構
築
さ
れ

な
い
限
り
、
国
土
の
均
衡
が
保
た
れ
ま
せ
ん
。
か

つ
て
、
阪
急
の
創
始
者　

小
林
一
三
は
、「
政
治

の
都
・
東
京
に
対
し
て
、
大
阪
は
民
衆
の
大
都

会
」
と
の
至
言
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

今
、
東
京
圏
３
６
６
１
万
人
（
東
京
都
１
３
８

４
万
人
、
神
奈
川
県
９
１
７
万
人
、
千
葉
県
６
２

６
万
人
、
埼
玉
県
７
３
２
万
人
）、
大
阪
圏
１
８

２
３
万
人
（
大
阪
府
８
８
２
万
人
、
京
都
府
２
５

９
万
人
、
兵
庫
県
５
４
８
万
人
、
奈
良
県
１
３
４

万
人
）。
人
口
に
お
い
て
も
こ
れ
だ
け
の
格
差
が

あ
り
ま
す
が
、
政
治
は
東
京
、
経
済
は
大
阪
と
都

市
の
役
割
を
分
担
で
き
れ
ば
、
日
本
は
生
き
残
っ

て
い
け
る
の
で
は
と
考
え
ま
す
。

　

東
京
一
極
集
中
の
加
速
は
地
方
の
余
力
を
奪
い

ま
す
。
２
０
１
４
年
に
日
本
創
成
会
議
か
ら
、
そ

う
遠
く
な
い
将
来
、
全
国
の
市
区
町
村
の
半
数
８

９
６
自
治
体
が
消
滅
す
る
と
い
う
衝
撃
的
な
発
表

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
阪
は
、
東
京
以
上
に
個
性
に
富
ん
だ
都
市
で

す
。
こ
の
街
に
は
い
く
つ
も
の
形
容
詞
が
あ
り
ま

す
。
水
の
都
、
八
百
八
橋
、
天
下
の
台
所
、
東
洋

の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
本
音
の
町
、
梅
の
都
、
商

都
、
食
い
倒
れ
の
町
、
値
引
き
の
大
阪
…
。
画
一

化
さ
れ
た
人
工
都
市
・
東
京
に
は
こ
れ
だ
け
の
形

容
詞
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

大
阪
圏
の
復
活
が
、
今
後
の
日
本
の
成
長
戦
略

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

お
く
り
も
の

阿
南
市
へ

●
金
20
万
円

∞（
は
ち
）の
会
様
か
ら

小
学
校
備
品
購
入
費
と
し
て
の

活
用
の
た
め

阿
南
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ

●
金
10
万
円

（
公
社
）
阿
南
法
人
会
様
か
ら

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ゴ
ル
フ
の
収
益

金
を
社
会
福
祉
事
業
運
営
基
金

と
し
て

　

以
上
、
ご
寄
贈
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

阿
南
市
消
防
出
初
式

　

輝
か
し
い
平
成
31
年
の
新
春
を

飾
る
、
阿
南
市
消
防
出
初
式
を
開

催
し
ま
す
。
出
初
式
は
、
消
防
団

員
・
職
員
の
士
気
の
高
揚
と
、
職

務
の
重
要
性
を
再
確
認
し
、
防
災

へ
の
誓
い
を
新
た
に
、
防
災
関
係

者
約
５
０
０
人
が
参
加
し
て
行
わ

れ
る
年
頭
の
恒
例
行
事
で
す
。
ぜ

ひ
、
消
防
団
員
・
職
員
の
さ
っ
そ

う
た
る
雄
姿
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時　
１
月
６
日
㈰　

午
前
10
時
～

場
所　
夢
ホ
ー
ル
（
文
化
会
館
）

問
い
合
わ
せ
は　
消
防
本
部
警
防

課
（
☎
22

－

３
７
９
６
）
へ

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

の
交
付
に
つ
い
て

　

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
65
歳

以
上
の
方
で
、
障
害
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
方
に
対
し
て

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
交
付
し
ま
す
。

　

こ
の
認
定
書
は
、
所
得
税
の
確

定
申
告
や
市
・
県
民
税
の
申
告
に

お
い
て
、
税
法
上
の
「
特
別
障
害

者
控
除
」
ま
た
は
「
障
害
者
控
除
」

を
受
け
る
と
き
に
障
害
者
手
帳
の

代
わ
り
と
な
る
も
の
で
、
交
付
に

は
本
人
ま
た
は
家
族
の
申
請
が
必

要
で
す
。

　

な
お
、
既
に
「
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
」
の
交
付
を
受
け
ら

れ
た
方
で
、
要
介
護
認
定
状
態
区

分
に
変
更
の
な
い
方
は
、
申
告
の

際
に
前
回
交
付
さ
れ
た
認
定
書
が

使
用
で
き
ま
す
の
で
、
新
た
な
申

請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
特
別
障
害
者
・
障
害
者
の
区
分

は
、
介
護
認
定
の
内
容
を
審
査
し

認
定
し
ま
す
。
認
定
情
報
確
認
の

た
め
、
交
付
は
後
日
郵
送
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
受
付　
１
月
７
日
㈪
～

申
請
に
必
要
な
も
の　
介
護
保
険

被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
申
請
者
の

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
等

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
は　
福
祉

課
（
☎
22

－

１
５
９
２
）
へ

～ 

新
時
代
に
立
ち
向
か
う 

～
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